（別  紙）

１　更新申請の前倒し受付期間

令和７年11月から令和８年２月までの期間を11期に分けた、各事業所ごとの目安
の指定更新申請書の提出時期を設定させていただいています。
（県ホームページに掲載する「令和８年３月31日に指定有効期間満了を迎える

介護事業所リスト(更新申請前倒し受付スケジュール表）」(以下「スケジュール表」と表記）をご参照願います。）

　https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/koreifukushi/fukushijigyoshashido/1002966/1078003.html

　※目安の提出期限内の提出について御協力をお願いいたします。
　　遅れる場合は、指定更新担当職員（スケジュール表に更新案件ごと担当職員を記載しています。）あて御連絡願います。（電話番号は下記のとおり）
２　提出先　〒420－8601　静岡市葵区追手町９番６号　静岡県庁西館５階

　　　　　　静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉指導課

・介護指導第１班　電話番号 054-221-2409、3282、3243

　　　　　　・介護指導第２班　電話番号 054-221-3256、2529、2531

３　留意事項等

　(1)　 更新申請書及び添付書類は、県のホームページからダウンロードして作成の上、郵送
又は電子申請により提出してください。

(2)　 申請書類は、事業所ごとに作成（居宅サービス事業所と介護予防サービス事業所を合わせて申請する場合は１つの事業所として作成）してください。

なお、提出に当たっては、所定の指定更新申請書添付書類チェックリストにより、必要書類に漏れがないか事前に十分確認の上、提出してください。

　(3)　 指定更新通知書は、各申請書受付日を基に、それぞれ申請書の審査が済み次第、発出する予定です。

　(4)　 現在、事業休止中等の理由により指定更新をしない事業所については、事前に各地区担当まで御連絡ください。また、休止中の事業所については、休止の状態では指定更新ができませんのでご注意ください。

　(5) 　指定更新は、原則、従前の指定の内容をそのまま更新する手続きです。管理者の変更等、変更の届出を必要とする事項が発生しているにもかかわらず変更届が提出されていない場合は速やかに、更新申請よりも前に提出をしてください。なお、変更があった時から10日以上経過している変更届については、遅延理由書を添付してください。

　 　　 また、更新申請書提出後、指定有効期間の満了日までの間に変更事項が発生した場合も、速やかに変更届の提出をお願いします。

　(6)   指定更新申請には、手数料を納付していただくことが必要です｡県証紙による場合は、所定の用紙（福祉指導課HPに掲載）に貼付の上、申請書類とともに提出してください。

　　　＜更新申請手数料（事業の種類別）＞

　　　　居宅サービス　　　：　10,000円　

　　　　介護老人福祉施設　：　15,000円　　　

　　　　介護老人保健施設　：　20,000円

　　　　介護医療院　　　　：　15,000円

　　　　介護予防サービス　：　 8,000円

　(7)　指定有効期間の満了日までに更新手続きを行わなければ、指定の効力を失います。指定有効期間満了日の翌日以降も引き続き事業実施することを予定している場合は、必ず手続きをお願いします。

☆その他御不明な点につきましては､上記２の電話番号で指定更新担当職員にご確認ください☆

